
町からのお知らせ －1－ ８月中間号  

第１２５６号    全３ページ 
２０１９年 ８月中間号 

町からの 

令和２年度 興部町職員採用試験（町単独）の実施について  

興部町では、令和２年４月１日採用予定の職員を下記の通り募集します。 

◎試験区分 

 ①建築技師 

  ○採用予定者数  若干名 

  ○受 験 資 格  （１）令和２年４月１現在の年齢が３５歳以下で、民間職務経験 

   があり、二級建築士以上の資格を有している方。 

           （２）学校教育法に基づく大学又は短期大学、専修学校の専門課程 

（修業年限２年以上）、高等専門学校若しくは高等学校を令 

和２年３月に卒業見込みで、建築専門課程を履修された方。 

   上記受験資格のほかに 

第１種普通免許を取得している方又は取得見込みの方。 

パソコン操作ができる方。 

             現在、町内に在住している又は採用後、町内に居住可能な方。 

 ○提 出 書 類   職員採用試験申込書 

           （様式は興部町ＨＰよりダウンロードできます。Ａ４判両面。 

           建築士資格証明書の写し  ～（１）の受験資格者のみ 

           学業成績証明書      ～（２）の受験資格者のみ 

           卒業（見込み）証明書   ～（２）の受験資格者のみ 

 ②土木技師 

  ○採用予定者数  若干名 

  ○受 験 資 格  （１）令和２年４月１現在の年齢が満３５歳以下で、土木に係る 

              民間職務経験があり、下記①又は②の資格を有している方。 

⓵建設業法による土木施工管理技士 

⓶測量法による測量士又は測量士補の登録を受けている方。 

           （２）学校教育法に基づく大学又は短期大学、専修学校の専門課程 

              （専修年限２年以上）、高等専門学校若しくは高等学校を令 

          和２年３月に卒業見込みで、土木に関する科目を履修された方 

上記受験資格のほかに 

        第１種普通自動車を取得している方又は取得見込みの方。 

        パソコン操作ができる方。 

        現在、町内に在住している又は採用後、町内に居住可能な方。 

○提 出 方 法  職員採用試験申込者 

         （様式は興部町ＨＰよりダウンロードできます。Ａ４版両面） 

       各種資格証明書の写し  ～（１）の受験資格者のみ 

         学業成績証明書     ～（２）の受験資格者のみ 

         卒業（見込み）証明書  ～（２）の受験資格者のみ 

※但し、日本国籍を有しない方、地方公務員法第１６条に該当する方は受験できません。 

〈地方公務員法第１６条抜粋〉 

１． 成年被後見人または、被保佐人 

２． 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなる 

までのもの。 

３． 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過し 

   ない者。 

◎給与・諸手当  ○興部町職員給与条例等による。 

◎選 考 方 法  ○書類選考のうえ、面接試験により選考する 

◎試験日時及び会場 

         ○申込期間終了後、申込された方に通知します。 

◎申 込 期 間  ○令和元年８月１日（木）から令和元年９月２０日まで。 

         ※郵送の場合は、９月２０日までの消印があるものに限り受付します。 

         ※持参する場合の受付時間は、月曜日から金曜日８：３０から 

          １７：１５まです。 

◎申 込 先  ○〒０９８－１９６２ 

          紋別郡興部町字興部７１０番地 

          興部町役場 総務課 総務厚生係（℡８２－２１３１） 

◎お問合せ先  ○建築・土木建築 ～ 建築課 管理係（℡８２－２１６６） 
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町からのお知らせ －2－ ８月中間号  

沙留地区 消防サイレン休止のお知らせ  

沙留消防会館サイレン塔建替工事に伴い、下記の期間、サイレンの吹鳴が休止となります

のでお知らせいたします。尚、期間中、消防団員を招集する際には、町の防災告知用スピー

カーから電子音サイレンを吹鳴いたします。 

・対象地区：沙留地区のみ 

・休止期間：８月２０日（火）から約２カ月間 

※工事の進捗状況によっては、変更となる場合があります。 

 ●お問い合わせ 紋別地区消防組合消防署興部支署（℡８２－２１３６） 

令和元年度 危険物取扱者試験のご案内  

令和元年度第５回危険物取扱者試験が下記の日程により実施されますので、お知らせ致し

ます。 

 受験希望の方は紋別地区消防組合消防署興部支署予防係までお問い合わせ下さい。 

 また、インターネットによる受験申請（電子申請）をされる方は、㈶消防試験研究センタ

ーのホームページ（http://www.shoubo-shiken.or.jp）をご覧下さい。  

○ 試  験  日   １０月６日（日） 

○ 受験願書の受付期間   

【書面申請】８月３０日（金）～９月６日（金） 

    【電子申請】８月２７日（火）～９月３日（火） 

○ 試験の種類及び試験地 

区   分 試験の種類 試 験 地 

危険物取扱者試験 

甲種 

乙種（第１～６類） 

丙種 

札幌市 

乙類（第１～６類）

丙種 

倶知安町・岩見沢市・名寄市・稚内市・網走市・

紋別市・室蘭市 

○お問合せ先  紋別地区消防組合 消防署興部支署予防係 ℡８２－２１３６ 

健康推進係からのお知らせ  

◎子宮がん検診・乳がん検診の申し込みの再度期間延長について 

両検診の予約申込期間を８月３０日（火）まで延長いたします。 

 なお、両検診の内容については、「町からのお知らせ」７月号をご覧ください。 

○お問い合わせ先 福祉保健課 健康推進係（℡８２－４１７０） 

◎広域紋別病院精神科巡回診療について 

 ○診療日時 ９月４日（水）１４：００～ 

 ○場  所 きらり 診察室 

 ○予約場所 月～金曜日 １４：００～１７：００ （診療日の前週金曜日までに予約） 

 ○予約・問い合わせ先 広域紋別病院（℡０１５８―２４－３１１１） 

『全国瞬時警報システム（Jアラート）』の         
全国一斉情報伝達試験について 

４月中間号でお知らせのとおり、「全国瞬時警報システム（J-ALERT）」全国一斉情報伝

達訓練の今年度２回目を下記のとおり実施いたします。 

 このシステムは、国民保護、地震、津波、気象、災害、武力攻撃などの発生時に迅速に対

応するため、消防庁から発信される情報を役場の機器で受信し、住民に防災スピーカー等を

通じてお知らせするもので、定期的に訓練を行い非常時に備えるものです。 

 ※今回の訓練は、住民の方々に参加・行動をお願いするものではありません。 

○日  時  ８月２９日（木） １１：００頃 

○実施区域  興部町内全域 

○訓練内容  防災用のスピーカーより試験音声が流れます。実際の災害やミサイル発射

お間違えのないようにお願いいたします。 

 

  （住民課住民活動・環境係、総務課情報管理係） 

 

http://www.shoubo-shiken.or.jp/


町からのお知らせ －3－ ８月中間号  

日本習字作品展示について  

日本習字教室興部支部では下記のとおり、生徒の作品（小学生・中学生の書）を展示して

おりますので、ご高覧ください。 

◎展示場所  沙留公民館 ロビー 

◎展示期間  ８月１日（木）～８月３１日（土） 

北見信用金庫杯パークゴルフ大会のお知らせ   

興部町パークゴルフ協会興部支部では、次の日程で北見信用金庫杯パークゴルフ大会を

開催いたしますので、皆様の参加をお待ちしております。 

◎日  時  ８月２５日（日）小雨決行 ・受付 ８：００・開会式 ８：２０ 

◎場  所  興部パークゴルフ場 

◎参加資格  パークゴルフ愛好者 

◎参 加 料  興部支部会員５００円、会員以外１，０００円（当日徴収） 

◎申込期限   ８月２１日（水）までに下記まで申し込みください。 

◎申し込み・お問合わせ  パークゴルフ協会事務局長 鼻田（℡８２－３１９２） 

公衆浴場の無料開放について  

興部町公衆浴場について、次の通り高齢者を対象に浴場を無料開放しますのでご利用く

ださい。 

◎実施日時等  興部町公衆浴場 

        令和元年９月１６日（月）～９月２１日（土） 

         １７：００ ～２１：００ です。 

◎対 象 者  ６５歳以上の町民（介添者を含む） 

※不明な点は、興部環境事業組合 担当 ㈱マルコウ 長坂 廣行 

                （℡８２－２０１５）までお問合せください。 

 

 

 

ひまわり基金法律事務所無料法律相談（事前予約制）のお知らせ  

紋別市に開設されております「ひまわり基金法律事務所」では、興部町において毎月１

回の無料法律相談を実施しています。 

もし身近に法律に関する問題がありましたら、この機会に相談してみてはいかがでしょ

うか。是非お気軽にお申し込みください。 

・日  時  ９月３日（火） １０：００～１２：００（一人３０分程度を予定） 

・場  所  福祉保健総合センター「きらり」 ※４月より場所が変更になっています 

・相談内容  法律相談全般 

（例 多重債務・離婚・交通事故・相隣関係・借地借家・相続・刑事事件・犯罪被害者他） 

・事前予約  相談には『事前予約』が必要となります。（前日の１７：００までに連絡） 

予約状況によっては予約の受付ができない場合があります。 

・相談担当  流氷の町ひまわり基金法律事務所 弁護士 大根田 紫織 

・電話予約  紋別ひまわり基金法律事務所 ℡０１５８－２６－２２７７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目指せ！４５００日！】 
令和元年８月１４日で 
町内の交通死亡事故ゼロ４３８１日 
スピードダウンとシートベルトの全席着用 
 


